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１．はじめに 

1-1．研究の背景と目的 

国の重要文化財建造物のうち民家（略称「重文民家」）

は、意匠、技術、歴史、学術、地方色のいずれかにおい

て価値が高く、保存すべき代表的な民家として指定され

たものである。各地に点在する重文民家は、その土地の

気候風土や歴史・文化に対応した佇まいを持ち、住まい

と暮らしの歴史を伝える生き証人であるといえる。 

わが国では、1937年に吉村家住宅（大阪府羽曳野市）

の主屋が民家で初めて文化財（旧国宝）に指定された。

2012年時点では、重要文化財の指定を受けている建造物

のうち、近世以前の民家は 347 件、795 棟にのぼる（表

１）1)。重文民家のうち、およそ 60％が個人所有である。

個人所有の重文民家の場合は、日常の維持管理等の負担

が重い上に、所有者の高齢化や継承の課題も大きい 2)。

そのため、市町村や都道府県などに移管された重文民家 

 

 

 

も多いが、その場合は民家が従来の場所から移築され、

資料館として活用されたりや民家園での展示保存となる

ことも少なくない。しかし、民家は人の暮らしがあって

こそ、先人の住生活の知恵や暮らしを伝える歴史の生き

証人としての役割を果たせるのではないかと考えられる。 

重要文化財建造物は、国の貴重な文化財として保護さ

れる一方で、公開や活用が求められる。しかし、個人所

有の重文民家の場合は代々受け継がれてきた資産であり、

居住の場であるという複雑な側面を持つが故に、日常の 

 

 

 

 

 

 

 

個人所有重文民家の居住と維持管理および公開・活用の課題 
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報告区分  １ 

表１ 重文民家等の指定件数 

件数 棟数

2397 4521

住宅 94 150

民家 347 795

近代 住居 80 299

注）文化庁　重要文化財（建造物）の指定件数（2012年10月答申）

　　重要文化財建造物全体には、寺社など民家や住居以外を含む

　　近世以前住宅は、公家や大名等の住宅様式

重要文化財建造物全体

近世以前



維持管理や公開・活用には、寺社などの建造物とは異な

る特殊な課題が存在するといえる。また、重要文化財の

日常の保全や整備は市町村の教育委員会文化財課等が担

当しており、重文民家の維持管理費用の補助や公開・活

用への支援がなされているが、その支援内容は市町村に

よる差異が大きいと言われている 3)。 

本稿は、全国の個人所有重文民家を対象に、維持管理

や活用の実態を所有者自身と重文民家の保護を担う市町

村の教育委員会等の担当者の両者から検討することで、

とくに重文民家に居住する視点から維持管理と公開・活

用の課題を考察することを目的とする 4)。 

 

1-2．既往研究と本研究の位置づけ 

個々の建造物の間取り・意匠の研究や解体修理報告関

係以外で、文化財建造物を対象とした研究には、文化庁

による保存事業と活用の施策の変遷と今後の展開方向を

論じた論文文 4）など文化財保護行政に関する研究のほか、

耐震補強や修理・復原に関する研究文 5)6)、公開・活用の

事例研究や報告文 7)などの研究がある。文化財建造物の維

持管理と活用に着目した研究では、重要文化財建造物の

建築空間を活用した事例を対象に、維持管理の現状と運

営方策に関する研究文 8)があげられる。所有・管理運営の

公・民の違いによって活用の自由度が異なることが指摘

されており、本研究にも関連する研究といえる。また、

文化財建造物を担当する自治体職員を対象に、市民団体

との連携や建造物の活用実態の調査研究もみられるが、

重文民家の課題に的を絞ったものではない文 9)10）。 

以上のように、文化財建造物を対象とした様々な研究

の蓄積がみられる。しかし、個人所有重文民家のみに焦

点を当て、所有者と居住の視点から維持管理や活用の課

題を取り上げた文献は、重文民家所有者の団体である

「NPO 法人 全国重文民家の集い」5)による著書文 11)の

みといえる。そこには、重文民家の諸課題と活用事例が

所有者自らの視点で如実に語られ、平成 8 年に会員を対

象に実施されたアンケ－ト調査結果の一部も記されてい

るが、研究論文として客観的に検証されたものではない。 

本研究では、「NPO 法人 全国重文民家の集い」有志

との共同研究により、全国の個人所有重文民家を対象と

した調査を実施した。また、個人所有重文民家が所在す

る市町村の文化財担当者を対象に、同様の調査を行った。

これら全国レベルの調査により、個人所有重文民家の維

持管理や公開・活用の課題を、重文民家での居住継続の

視点から検討する点に、本研究の意義がある。 

２．研究の方法 

 「NPO法人 全国重文民家の集い」にご協力いただき、

2012年 8月に同会員を含む個人所有重文民家 6)および公

益財団法人所有の重文民家 7)を対象に、重文民家の暮ら

しと維持管理についてのアンケート調査を実施した。調

査は郵送配布および郵送回収で記名式により行い、回答

は重文民家の当主または当主に代わる方に依頼した。配

票数は 213、回収数は 159（回収率 75%）であった。調査

票の主な質問項目は、1)重文民家の居住形態、2)公開の

状況、3)維持・管理の実態と課題と行政からの支援、4)

今後の維持管理と活用への考え方である。 

さらに、2012 年 10 月に個人所有重文民家が所在する

市町村担当者（教育委員会文化財課職員など）を対象に、

その維持管理や活用の実態と課題を尋ねるアンケート調

査を行った。配票数は 175、回収数は 135（回収率 77％）

である。主な調査項目は、個人所有重文民家の管理実態、

維持管理および活用へのサポ－トについてである。 

 

３．個人所有重文民家における居住の実態 

調査回答の 159件のうち、重文民家の所有・管理とも

に「個人所有・個人管理」が全体の 84.3％を占めた。「個

人所有・自治体管理」（12 件）や「個人と自治体で共同

所有・管理」（４件）もみられた（表２）。 

個人所有重文民家での居住形態は、指定民家そのもの

に居住している場合と、敷地内の管理棟と呼ばれる別棟

に居住する場合とに大別される。当主の普段の居住地お 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重文民家の所有・管理形態 ％ 実数

個人所有・個人管理 84.3 134

個人所有・自治体管理 7.5 12
個人と自治体で共同所有・管理 2.5 4
法人所有・法人管理 5.0 8
その他 1.0 1

合計 100.0 159

表２ 重文民家の所有・管理形態 

重文民家の住まいとしての利用 ％ 実数

日常の住まいとして居住 34.0 54

別棟（管理棟）と併用で居住 20.8 33
別棟（管理棟）に居住 18.9 30
帰郷時などの短期的な住まいとして利用 3.8 6
その他 0.6 1
重文民家は居住には利用せず 20.8 33
不明 1.3 2

合計 100.0 159

表４ 重文民家の居住形態 

当主の居住地 ％ 実数

重文民家の所在地（管理棟含む） 64.2 102

所在地近隣の別宅 14.5 23
上記以外の重文民家と同じ市町村内 5.7 9
上記以外の重文民家と同じ都道府県内 3.8 6
重文民家の所在地と異なる都道府県 11.3 18
その他 0.6 1

合計 100.0 159

表３ 当主の居住地 



表５ 当主の年齢層（N=159） 

よび重文民家を住まいとして利用しているかについて尋

ねた結果、重文民家の所在地に当主が居住しているケ－

スが約 64％、また重文民家を当主や家族の日常の住まい

として利用しているケ－スが 34％であった（表３、表４）。 

両者を重ね合わせ、「当主が重文民家と同じ居住地に

いて、重文民家を日常の住まいとしている」のは 51件で

全体の 32％にのぼった。管理棟と重文民家を併用して住

んでいる場合（26件）を加えると 48％に達する。個人所

有重文民家では、当主の半数近くが重文民家内に居住し

ていることがわかる。 

重文民家の当主の年齢は、70歳代以上が全体の 49.7％

を占め、60歳代も含めると全体の 80％近くになる（表５）。

家族人数がわかる 104件についてみると、二人暮らしが

47 件（45.3％）で、単身での居住も 17 件（16.2％）あ

った。二人暮らしの大部分が当主とその配偶者である。

また、重文民家の後継者が「いる」と回答した者が 63.5％

を占めたが、質問紙調査の単純な選択肢では、必ずしも

将来の後継者が確約されているとは限らない場合も含ま

れていると推察される。一方、後継者が「いない」（9.4％）

と「未定」（27.0％）の回答は 36％にのぼった。 

以上から、高齢の当主と配偶者らが、重文民家や敷地

内の別棟に住まいつつ重文民家を維持している実態とと

もに、現時点で重文民家の後継者がいなかったり、不透

明なケ－スが 1/3を超えている状況が指摘できる。 

  

４．個人所有重文民家にみる日常の維持管理の実態 

 重文民家の維持管理には、建物や敷地内の清掃・管理、

小規模な修理など日常的に必要な管理と、解体もしくは

半解体などの大規模修理に大別される。ここでは、前者

の日常的な維持管理について検討する。 

 「部屋の清掃や簡単な修繕、庭の草引きなど、日常的

な管理は誰がしているか」を尋ねたところ、「もっぱら家

族のみ」と「家族が行うが、手がかかることは業者に委

託」の回答が合わせて 72.3％を占めた。自治体やボラン

ティアが個人所有重文民家の日常の維持管理を担ってい

る事例は、わずかである（表６）。 

これを当主の年齢別にみると、「家族のみ」と「家族が

行うが、手がかかることは業者」を合わせた割合は、当

主が 60 歳代以下の年齢層では 60％台であるのに対し、

当主が 70 歳代以上では 81％であった（図１）。当主が高

年齢であっても、家族で日常の維持管理を担っている実

態が窺える 8)。また、重文民家の居住形態別にみると、

重文民家に「日常の住まいとして居住」の場合は 54件中

27件が「家族のみで」日常管理を行っていた。他方、「重

文民家は居住には利用していない」33件については、家

族のみで管理を行っているのは５件（15％）にすぎず、

業者や法人職員等による維持管理が多い傾向がみられた。 

日常の管理費については、重文指定建造物の棟数や敷

地規模など個別性があるので単純な比較はできないが、

年間の総費用は「50万円未満」が 34.6％と最も多かった。

ついで「50万円以上100万円未満」が27.0％であったが、

200万円以上を要している事例も 11.3％あった。都道府

県または市町村から維持管理費の補助を受けているのは、

全体の 56.0％であったが、助成がなくすべて個人負担の

ケ－スも 45件（28.3％）にのぼる（表７）。 
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(N=11）
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(N=23）
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(N=46）

70歳以上
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％ 

 

表６ 日常の維持管理の担い手 

日常の維持管理の担い手 ％ 実数

家族のみ 39.6 63

家族、手がかかることだけ業者に依頼 32.7 52
家族のほか、ボランティア等に依頼 0.5 8
家族のほか、自治体等が支援 1.9 3
ほぼ全部を業者に依頼 3.8 6
ほぼ全部を自治体 3.8 6
ほぼ全部をボランティア 0.6 1
法人職員や従業員が行う 8.2 13
その他・不明 4.4 7

合計 100.0 159

％ 

当主の年齢層(n=159)％ 実数

30歳代以下 0.6 1

40歳代 6.3 10
50歳代 14.5 23
60歳代 28.9 46
70歳代以上 49.7 79

図１ 当主の年齢別に見た日常の維持管理を家族のみ（手がかかる 
ことだけを業者に依頼を含む）で担っている割合(N=159) 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

経済的負担

時間的な余裕がない

体力的な負担

精神的な負担

その他

特に負担はない

50歳代

60歳代

70歳以上

図２ 当主の年齢と日常の維持管理の負担感（N=159） 

% 

 

日常の維持管理費への助成 ％ 実数

都道府県と市町村からの助成 41.5 66

都道府県からの助成のみ 3.8 6
市町村からの助成のみ 10.7 17
助成なし 28.3 45
無回答 6.3 10

表７ 日常の維持管理費の助成(N=159) 
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図４ 重文民家の居住形態と公開の状況 
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図３ 重文民家の公開の状況(N=159) 

図５ 重文民家の居住形態と見学時の公開範囲 
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また、日常の維持管理の負担感は何が大きいかを尋ねた

ところ、全体では｢経済的負担｣（64.5％）が多かった。

しかし、当主が 70歳以上の場合は「経済的負担」に加え 

「体力的な負担」や「精神的負担」の回答が多くなる。 

当主が 50歳代や 60歳代では「時間的な負担」の回答率

が、70歳代以上に比して高いことが目立つ（図２）。当

主の半数近くが 70歳以上であること踏まえると、経済的

な支援に加えて、維持管理の労務部分を支援する必要性

が出ていることが窺えよう。 

 

５．個人所有重文民家の公開の実態 

 重文民家の日常の公開（見学）の実態を尋ねたところ、

「常時公開」が 66件（41.5％）のほか、何らかの形で公

開しているケ－スが全体の 80％近くを占めた（図３）9)。 

重文民家の居住形態別にみると、「重文民家に日常の

住まいとして居住」している場合は、「常時公開」は

29.6％にとどまり、「原則非公開」10)も 25.9％となる。｢別

棟（管理棟）に居住｣の場合に「常時公開」が最も多く、

約 67％に達する（図４）。さらに、公開時に見学者が立

ち入れる範囲との関係をみると、「重文民家を日常の住

まいとして居住」の場合は「建物のほぼ全体を公開」は

10％程度にとどまり、多くが「建物の一部（土間部分や

座敷など）のみ」である。一方、「別棟に居住」の場合は

「建物のほぼ全体を公開」するケ－スが多い（図５）。こ

のように、個人所有重文民家の大部分が見学等の公開を

行っているが、その空間範囲は重文民家そのものを日常

の住まいとしているか、別棟に居住の場を移しているか

で大きく異なることがわかる。その中で、「重文民家に日

常の住まいとして居住」している場合も、70％以上がた

とえ部分的であっても見学者に公開している点に、当主

の努力が窺える。 

 さらに、公開時に「自由見学のみ」は約 20％にとどま

り、80％が案内や解説を行っていた。当主ら家族による

案内を行っているケ－スも 66.2％にのぼっている。学校

団体の見学を受け入れ解説を行っているケ－スも、約

30％みられる（図６）。 

 

６．維持管理と活用に対する当主の意識 

 重文民家の維持管理についての現時点での当主の考え

を尋ねたところ、「重文民家の自己所有と自己管理を可

能な限り続けたい」（【自己所有管理】）が 60.4％（96件）

にのぼった。「自己所有はするが、所有者が管理人として

公共団体から委嘱される」と「公共団体等から管理人を

派遣してほしい」は、自己所有しつつ、管理面での公的

支援を望む場合である（【公的管理】）。「公共団体に買い

上げてもらい、公有化」・「公共団体に寄贈」(【公有化】) 

も数は少ないものの、現時点での当主の考えとして既に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.2%

26.2%

24.8%

11.0%

17.2%

4.8%

15.9%

30.3%

20.7%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

当主らによる案内

教育委員会等による案内

ボランティア等による案内

管理人等による案内

散策イベントとセット

講演会等とセット

体験イベント等とセット

学校団体見学向けの解説

自由見学のみ

その他

図６ 公開時の案内などの実施状況（複数回答） 

％ 



図７ 現時点で考える重文民家の維持管理について 

60.4 

8.8 

5.0 

8.2 

6.3 

3.8 

7.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

自己所有・自己管理を続けたい

自己所有、管理は公共団体等からの委嘱で

自己所有、管理は公共団体等からの管理人派遣で

公共団体等に買い上げてもらい、公有化

公共団体等に寄贈し、維持管理をしてもらいたい

財団法人化

不明

図８ 重文民家の居住形態からみた、現時点で考える 

   重文民家の維持管理について 

68.5

72.7

36.7

83.3

51.5

11.2

6.1

23.4

16.7

17.1

11.1

9.1

23.3

21.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

重文民家を日常の住まいとして居住(N=54）

別棟(管理棟）と重文民家を併用で居住(N=33）

別棟(管理棟）に居住(N=30）

帰郷時などの一時的な住まいとして利用(N=7）

居住には利用せず(N=33）

【自己所有管理】 【公的管理】 【公有化】

【財団法人化】 【その他・不明】

出てきている（図７）。これを重文民家での居住形態別に

みると、【自己所有管理】は、「重文民家を日常の住まい

として居住」や「別棟と併用で重文民家に居住」の場合

に多い。一方、「別棟に居住」の場合は、【公的管理】や 

【公有化】への回答が前者に比して多いことが注目され

る 11)（図８）。さらに、当主の年齢層が高いほど【自己

所有自己管理】の希望が減少し、その分【公的管理】や

【公有化】が増加する（図９）。【自己所有管理】の希望

は、当主から見て後継者がいる場合（N＝101）は 68.3％

であるが、後継者がいないまたは未定（N=58）では、そ

の割合は 46.5％に低下した。 

今後の重文民家の維持管理に対しては、「個人所有は 

限界に近い」に対し、「そう思う」と「ややそう思う」の

回答が約 85％を占めた。自己所有・管理を継続したい気

持ちは強いが、一方でそれが限界に近いと感じている、

当主の複雑な心境が窺える。「地元住民の理解」や「行政

による支援」を求める考えも多い。しかしながら、NPO

団体等に委託して管理してもらうことに対しては肯定的

回答が比較的少ない（図 10）。 

 図 11は、今後の重文民家の活用につながる考え方を尋

ねた結果である。重文民家に居住することも一種の活用

であるため、「重文民家は、人が住んでこそ文化を継承で

きる」に 75.5％が肯定的（「そう思う」「ややそう思う」）

な回答をした。「重文民家を理解してもらうために、見学

だけではなく、地域の人が参加できるイベント等も考え

たい」や「重文民家を活用して、地域の人が気軽に集え

る場にしたい」「重文民家は、地域のまちづくりの拠点に

なる」に対しては、肯定的な回答はやや少なめである。

しかし、「小学生など、地域の子どもたちが昔の住まいと

暮らしを学ぶ場として活用できると思う」に対しては、

肯定的な回答が多い。とくに、現在、学校団体見学向け

の解説を行っている場合（44件（図６参照））は、これ

に肯定的な回答が 80％を占めることから、子どもに住文

化を伝えることに、当主の意識が高いことが窺える。 

 

７．市町村担当職員を対象としたアンケ－ト調査から 

7-1．市町村における個人所有重文民家の取り扱い 

市町村における重文民家の位置づけをみると、文化財

の保存と活用、歴史的文化遺産や歴史的町並みを活かし

たまちづくりなど、重文民家の保全や活用につながる内

容を、総合計画や文化財保護条例などの何らかの施策の 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10今後の重文民家の維持管理について 

図 11 今後の重文民家の活用について 
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50歳代以下(N=34）

60歳代(N=46）

70歳以上(N=79）

【自己所有自己管理】 【公的管理】

【公有化】 【財団法人化】

図９ 当主の年齢層別に見た、現時点で考える重文民家の管理について 

【自己所有管理】 

【公的管理】 

【公有化】 

【財団法人化】 
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63.6%

14.7%

1.6%

9.3%

10.9%

48.8%

14.0%

17.8%

0%20%40%60%80%100%

総合計画

都市計画マスタープラン

住宅マスタープラン

まちづくり基本計画等

伝建地区保存計画

文化財保護条例

その他

なし

図 12 重文民家の維持などにつながる
記述がある施策（複数回答） 

 

中に記載している市町村が、回答数（N=135）の 80％以

上にのぼった（図 12）。また、ホームページや観光ガイ

ドの中に重文民家を紹介している市町村が、それぞれ

80％近くに達する（図 13）。市町村として、重文民家の

屋外に解説板を設置しているケ－スも 70％を超える。重

文民家の所在を表示する案内板を設置、あるいは解説書

を作成する市町村も、それぞれ半数近くを占めた。上記

のような重文民家の広報など観光・見学者向けの取り組

みは多いが、重文民家の維持管理費に関して要項を設け

ている市町村は 10％程度にすぎない（図 14）。 

重文民家を担当する市町村職員と当主の日頃のコミュ

ニケーションが密な場合は、重文民家の維持管理などへ

の気配りができやすいと考えられる。そこで市町村職員

と重文民家の当主との接触度を尋ねたところ、「担当者

が定期的に重文民家を訪問するなど、当主や家族と直接

会って話をする機会がよくある」が 57.5％、「直接会わ

ないが、電話等でよく連絡する」が 11.9％であった。一

方、「当主らから要望があったり、問題が生じたときのみ

連絡」（31.3％）、「ほとんど接触しない」（6.7％）と、市

町村担当者と重文民家の当主などとが、日常の交流がな

い場合も 40％近くあった。市町村によって、重文民家当

主との交流に温度差があることが窺える。図 15に示すよ

うに、担当職員と当主がよく接触している場合は、重文

民家を定期的に訪問して、建物の管理や修理の確認をし

ている割合が高く、そうでない場合は当主からの要請時

や台風時などの被害確認にとどまる傾向が見られる。 

個人所有重文民家の日常の維持管理に対して、何らか

の予算措置をしている市町村は 74％であったが、それが

ない市町村も 20.1％にのぼった 12)。予算措置がない市町

村（30件）に理由を尋ねたところ、「個人所有の重文民

家は予算措置が困難」が 60％（12件）を占めた。国の重

要文化財でありながら、一方で個人の所有物であるがた

めに、維持管理の予算措置がなされにくい状況が窺える。 

また、予算措置の有無とは関係なく、個人所有重文民

家の日常の維持管理の労務支援（清掃や草引きなどのボ

ランティア派遣など）を行っているかを尋ねたところ、

実施しているのは 5.2％（７件）であった。当主へのア

ンケ－ト調査では、70歳以上では日常の維持管理に対し

て体力的な負担感を持つ当主が多いことが示されたが、

日常の維持管理の労務に対しては市町村の支援がほとん

ど行われていない実態が明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2．市町村職員からみた個人所有重文民家の課題 

 日頃、重文民家の当主などから市町村に持ちかけられ

る相談内容を尋ねたところ、「将来の維持管理やその費

用」「大規模修理や解体修理」の相談が多い（図 16）。 

一方、市町村職員個人からみた個人所有の重文民家の

問題点を尋ねたところ、「個人では維持費の負担が困難

なこと」（70.1％）に加え、「所有者の高齢化」や「管理

78.5%

78.5%

36.3%

47.4%

19.3%

17.8%

1.5%

4.4%

0%20%40%60%80%100%

ホームページ

観光ガイドやマップ

歴史探索コースなど

市の刊行物

市政だより（時々）

学校の見学先

その他

重文民家の紹介-なし

図 13 市町村における重文民家 
   の広報など（複数回答） 

 

51.5%

50.0%

17.9%

8.2%

9.0%

8.2%

0.7%

5.2%

17.2%

0% 20%40%60%80%100%

将来の維持管理や費用

大規模修理や解体修理

継承者がいないこと

今後の管理依頼

重文民家の買い取りや寄贈

活用へのサポート依頼

ボランティア等の派遣依頼

その他

相談がない

図 16 重文民家の当主らから自治体への相談事項（複数回答） 

 

図 14 市町村の重文民家への支援（複数回答） 

 

73.3%

13.3%

49.6%

49.6%

45.2%

11.1%

7.4%

5.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

重文民家の屋外に解説板の設置

重文民家の屋内に解説パネル設置

重文民家の案内表示等

解体修理等の調査報告書作成

重文民家の解説やリ－フレットの作成

維持管理費に関する要項等を制定

その他

このようなことはしていない

図 15  市町村職員と重文民家当主との接触頻度と 
重文民家の管理・修理の確認 
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7
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33.3
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当主と直接会って話をする

電話で比較的よく連絡

要望や問題のあった時のみ連絡
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その他
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要請があったときのみ訪問
台風などの被害確認の時のみ訪問
所有者の要請と被害確認のときに訪問



を継ぐ人がいない」ことも多く挙げられた（図 17）。個

人所有重文民家の現況が、概ね把握されているといえる。 

 市町村に個人所有重文民家の維持管理を依頼された場

合に考えられる対応には、「維持管理の予算措置」と「重

文民家を買い上げ(寄贈を受け)、市町村が管理」が、各

40％強を占める。重文民家を個人所有のままで管理を市

町村が行ったり、NPO 団体に委託することに、やや少な

いながらも回答があることが注目される（図 18）。 

今後、市町村として検討可能な重文民家の活用への支

援は、「重文民家を観光スポットとしてＰＲする」が

74.6％を占めた（図 19）。市町村としては、地域の歴史・

文化資産として広報し、観光資源の一つに位置づける意

識が強いことが窺える。 

 

８．まとめ 

本稿で得られた知見は、以下のようにまとめられる。 

1)個人所有重文民家の多くでは、高齢の当主と家族が重

文指定の民家あるいは同敷地内の別棟に居住しながら、

日常の維持管理を担っていることが明らかになった。個

人所有・管理を継続したいと希望しながらも、それが限

界に近いという意識も持たれている。 

2)当主が 70歳以上になると、維持管理の体力的負担感が

増える傾向があったが、維持管理の労務に対する市町村

の支援は殆ど皆無である。日常の維持管理に対する予算

措置がない市町村も 20％程度存在する。 

3)当主が 70歳以上の場合、後継者が未定の場合、既に敷

地内の別棟に居住を移している場合は、絶対数は少ない

ものの、重文民家の公的管理や公有化を考える当主も出

てきている。 

4)大部分の重文民家が見学等で公開されており、日常の

住まいとして利用している場合も、建物の一部を見学者

への公開に努めている。重文民家を地域住民やまちづく

りの拠点にするなど、積極的に地域に開く考えを持つ当

主は多くはない。一方、学校団体向け見学などで、地域

の次世代に住文化を伝えることには当主の関心が高いこ

とから、この点で市町村との連携が期待できる。 

5)各市町村では、個人所有重文民家をホームページやガ 

イドマップに掲載している。重文民家を地域の歴史文化

資源とし、観光スポットとしての認識が強いことが窺え

た。また、市町村の考えに、個人所有を続けながら市町

村が管理を支援、あるいは NPOに委託しての管理を支援

する方向性が少なからずあることが注目された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上から、個人重文民家に居住しながら維持管理を続

けるための支援を考えてみたい。重文民家の当主の高齢

化が顕著であるが、多くは家族の手で日常の維持管理を

担い、見学等の公開にも協力的である。しかし、維持管

理への当主の負担感や不安が大きい。これらを踏まえる

と、市町村がボランティア派遣などにより、少なくとも

日常の維持管理に関わる労務を支援するのも一方策と考

えられる。当主の高齢化が進んでいる現状を踏まえると、

まずは日常の維持管理や見学対応の負担をどれくらい軽

減できるかが、重文民家を生活する場として維持しなが

ら保全できるかに大きく関わっているといえる。 

 個人所有重文民家は、農家や町家など建築形式の違い

に加え、敷地面積や建物規模も異なる。伝統的建造物群

保存地区内にあり地区として一体的に保存・活用されて

いる場合や、観光地に近く立地の便がよいものから、過

図 17 市町村担当者から見た重文民家の課題（複数回答） 

 

市町村主催のイベント 

活用を NPO 等に委託 

公開時にボランティア派遣 

展示ケ－スの貸し出し 

展示パネルの作成 

観光スポットとしてＰＲ 

イベント経費の補助 

活用への支援は困難 

図 19 今後考えられる個人所有重文民家に対する市町村の 
サポ－ト（複数回答） 

 

58.2%

9.7%

34.3%

70.1%

16.4%

3.7%

26.1%

9.0%

6.7%

1.5%

0%20%40%60%80%100%

所有者の高齢化
所有者が遠方…
管理を継ぐ人…
個人所有者の…
重文があまり…
所有者との連…
火災や盗難の…
重文民家に対…

その他
問題はないと…

当主の高齢化 

当主らが直接管理できないこと 

管理を継ぐ人がいない 

個人では維持費の負担が困難なこと 

重文民家があまり活用されないこと 

当主らとの連絡調整が困難なこと 

火災や盗難の懸念 

重文民家に対する地域住民の関心が低い 

その他 

問題はない 

図 18 市町村に重文民家の管理を依頼された場合の考えられる対応
（複数回答） 

 

42.5%

41.0%

23.1%

38.8%

9.7%

12.7%

25.4%

6.0%

2.2%

12.7%

6.0%

0% 20%40%60%80%100%

維持管理できるよ…

重文を買い上げ、…

重文は買い上げ…

NPO等に委託

自治体が費用を負…

自治体の費用で、…

日常管理を手伝う…

すでに自治体が管…

重文を移築して保存

以上のような管理…

その他

適切な維持管理のための予算計上や要項 

重文民家を買上（寄贈）し、市町村が管理 

重文民家の買上はせず、管理は自治体 

NPO などに委託して、重文民家を管理 

市町村が費用負担し、所有者に管理を委託 

市町村の費用で、重文民家の管理人を派遣 

日常管理を手伝うボランティアの募集や派遣 

既に市町村が重文民家の管理を行っている 

市町村が管理しやすい場所に、移築・保存 

市町村が重文民家の管理を担うのは困難 

その他 



疎化した農山村に立地するものまで条件が多様で、個別

性が大きい。そうした個別条件をできるだけ把握し、そ

れを踏まえて検討を深めることが今後の課題である。 

 

注釈 

1)文化庁、国宝・重要文化財（建造物）の指定件数、2012年 10月答申、

報道発表 

2)文献 1)および、重文民家の個人所有者への聞き取りによる。 

3)同上  

4) 本稿は、文献 2)および 3)をもとに、再集計や加筆修正を行ったもの

である。 

5)「NPO 法人 全国重文民家の集い」は、重文民家の所有者有志が主な

会員である。重文民家の維持・管理・保存並びに有効な活用に関する情

報の共有化を図ると共に、学識経験者や行政並びに重文民家に関心を寄

せる市民等との交流を促進して、重文民家への理解を深めることを目的

に活動をしている。本稿の調査時の会員数は、128名である。 

6)調査対象は、文化庁の分類による「近世の民家」を主とするが、「近

代の住宅」のうち民家（町家・農家）については対象に含めた。「NPO

法人 全国重文民家の集い」会員以外は、文化庁の「国指定文化財等デ

ータベース」を基に、個人所有と判断される重文民家を対象にした。 

7)法人所有（公益財団法人）の場合（調査対象では９件）も、所有者や

その家族が法人の代表者であるので、当主の立場とほぼ同様の回答が可

能と考えた。重文民家の財団法人化は、相続税対策の面でメリットがあ

るが、個人の財産と法人の財産が明確に区分されるため、法人化すると

重文民家に居住することができなくなる。 

8)当主の年齢と重文民家の居住形態の関係をみると、当主年齢が 70 歳

以上の割合は、「重文民家を日常の住まいとして居住」で 63％、「重文民

家と別棟を併用」では 45.5％、「別棟に居住」では 53.3％である。 

9)調査回答 159 件のうち、有料見学は 59 件、寸志のみや特別な場合の

み徴収が９件で、原則無料が 69 件であった。維持管理費の補填に、見

学料が大きく寄与しているケ－スは少ないものと推察される。 

10)「原則非公開」とは、一般見学者に非公開であって、学術的な見学

や地元市町村の求めによる特別見学等は受け入れている場合が多い。 

11)既に住まいを別棟に移しているので【公的管理】や【公有化】を考

えやすいのかについては、アンケ－ト調査では把握しにくく、さらなる

調査が必要である。 

12)個人所有重文民家の当主を対象としたアンケ－ト調査では、市町村

からの維持管理費の補助がないとの回答は 28.3％（表７参照）であった。

この差は、市町村職員アンケ－トでの対象重文民家と所有者アンケ－ト

に回答した重文民家は必ずしも一致しないことによる。しかしながら、

個人所有重文民家のおおよそ 1/5～1/4 は、市町村からの維持管理費の

支援を受けていないことが把握できる。 
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